
●教職員の私物のスマートフォン、タブレット端末
等を職員室から持ち出さない。

   児童を撮影しない。

●デジタルカメラ、タブレット端末等、学校所有の
端末で撮影する場合であっても、児童の画像を管
理職に許可なく持ち出さない。

※特別な事情がある場合は、管理職の許可を得る。

円陣を組む若者のイラスト

子どもたちが安全・安心して
過ごす学校であるために

西東京市立碧山小学校長

http://www.irasutoya.com/2016/05/blog-post_763.html
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